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　今年も２ヶ月が過ぎ、３月がやってまいりました。この間での食品表示に関する主な話題は、やはり「全ての加工食
品に原料原産地義務化」だったと感じています。現在はパブリックコメント待ちの状態ですので、この機会に現在（改
正前）の原料原産地表示の仕組みについて整理してみます。とりわけ、これまで原料原産地の表示が必要な食品（食品
表示基準別表第十五の２２食品群＋４品目）の取扱いがなかった方にとって、表示制度について再確認の機会にしてい
ただければと思います。

対象となる食品と原材料

原料原産地表示の例

原料原産地と原産国について 「特色のある原材料」との関係

　乾燥果実（りんご）を事例にすると、次のような表示方法になります。枠で囲まれた部分が、原料原産地表示です。
ここでは、真ん中の表示方法（原料原産地名の事項欄を設けずに、原材料名の次に括弧を付して表示する方法）を例に
説明をすすめたいと思います。

　以上はあくまでも事例です。実際には、いろいろと複雑な流
通過程を経て製造される食品も多いものですので、よく直面す
るＱ＆Ａについて整理してみたいと思います。（同様に「乾燥果
実（りんご）」を事例にします。）

・りんごの原産地（Ａ国）で加工（りんごの切断等）された原料
   を使用し、国内で製品を完成させた場合は、りんごの原料原産
   地名（Ａ国）の表示が必要です。
・りんごの原産地（Ａ国）とは別の国（Ｘ国）で加工（りんごの
   切断等）された原料を使用し、国内で製品を完成させた場合は、
   りんごの原料原産地名（Ａ国）の表示が必要です。
・りんごの原産地（Ａ国）とは別の国（Ｘ国）で製造（砂糖で味付等）
  された加工食品を使用し、国内で製品を完成させた場合は、
  現行の原料原産地表示の義務表示対象品目には該当しません。
・りんごの原産地（Ａ国）とは別の国（Ｘ国）で製造（砂糖で味付等）
  された食品を、国内で加工（小分け等）した場合は輸入食品に
  該当するため、製造した国（Ｘ国）を「原産国名」として表示
  します。

　特定の原産地を強調した表示は、「特色のある原材料（第７条）」として食品表示基
準に規則が定められています。「重量の割合の表示」が必要になるのですが、「原料原
産地名（第３条）」の事項欄に記載されている場合は、適用の対象外となります。

《例》国産りんご 70％、Ａ国産りんご 20％、Ｂ国産りんご 10％使用した商品の場合

①強調したい原料のみ表示する場合は第７条が適用され、割合表示が必要
   （原料原産地名の義務表示対象外品目の場合）
　例：「原材料名 　りんご（国産りんご 70％使用）、…」

②原料原産地を全て表示する場合は第７条の適用外（割合表示は不要）
   （原料原産地名の義務表示対象、対象外品目とも共通）
　例：「原材料名 　りんご（国産、Ａ国、Ｂ国）、…」

③一括表示外に強調表示する場合は第７条が適用され、割合表示が必要
   （原料原産地名の義務表示対象、対象外品目とも共通）
   例：「原材料名 　りんご（国産、Ａ国、Ｂ国）、…」　
  （一括表示外に「国産りんご 70％使用（りんごに占める割合）」）

　その他詳細な規則は多々ありますが、以上が主な注意点と言えるでしょう。ちなみ
に食品表示基準Ｑ＆Ａ内には、「原料原産地表示（別添）」だけで８８ページもあります。
こうした資料をざっと読むことで、今後の改正で必要になる準備について検討するこ
とができると思います。（川合）

参照：食品表示基準、食品表示基準Ｑ＆Ａ

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150320_kijyun.pdf
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/151224_qa-togo.pdf

現行の「原料原産地表示」の基礎知識

・別表第十五の１～２２番の２２食品群については、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、 
   当該割合が５０％以上であるものの原産地を、原材料名に対応させて表示します。
・２３～２６番の４品目は、個別に基準が定められています。
・輸入食品は対象外です。

名称

原材料名

内容量

りんご、砂糖

・・・

・・・ ・・・ ・・・

原料原産地名 Ａ国

名称

原材料名

内容量

りんご（A国）、
砂糖

・・・ 名称

原材料名

内容量

りんご、砂糖

・・・

原料原産地名 商品名下部に記載

【基本的な表示方法】
・りんごの原産地が１ヶ国の場合は、「りんご（Ａ国）、砂糖」。
・りんごの原産地が２ヶ国の場合は、「りんご（Ａ国、Ｂ国）、砂糖」。Ａ国、Ｂ国は重量割合の高い順に表示します。
   以下、複数国ある場合は同様です。
・りんごの原産地が３ヵ国以上の場合は、「りんご（Ａ国、Ｂ国、Ｃ国、Ｄ国）、砂糖」もしくは、「Ａ国、Ｂ国、その他」
   と３ヵ国目以降を「その他」と表示できます。
・国産を使用する場合は、「りんご（国産）」もしくは「りんご（日本）」。もしくは、「りんご（a県）」など都道府県など、
   その他一般的に知られている地名による表示もできます。

【特別な表示方法】
・調達先が頻繁に変更するなどの事情がある場合は、「商品名下部
   に記載」などと表示し、印字やシールにより対応することもできます。
  例えば「原料原産地名　Ａ国　Ｂ国　Ｃ国」のように　　の印字
  で表示とすることもできます。
・複数国の原料を混合して製造する等、原産地の重量割合が商品ご
  とに特定できない場合は、「〇〇（Ａ国またはＢ国）」「〇〇の原産
  地は平成～年の取扱い実績順」「詳細は～までお問い合わせくださ  
  い」と表示することもできます（「たらこ」などで見られる表示
  方法です）。

【不適切な表示方法】
・りんごの原産地が２ヶ国の場合に、「りんご（Ａ国、その他）」とすることはできません。  
  また原産地が国内に２か所以上ある場合でも、まとめて１ヶ国扱いとなるため、「りん
  ご（a県、b県、その他）」は不適切となります。
・りんごの他に対象となる原材料があり、なおかつ原料原産地名の事項欄を設けている場合、
  「■原材料名：りんご、ぶどう、砂糖　■原料原産地名：Ａ国」とすることは不適切。
  例えば「原料原産地名　Ａ国（りんご）」のようにわかりやすく表示する必要があります。
・産地を強調する場合、加工地なのか原料原産地名なのか不明確な表示は不適切となり
  ます。例えば、Ａ国産のりんごを、国内で加工した場合は、「国産　乾燥りんご」は不適
  切となり、「加工地：日本」もしくは「国内加工」などの表示に変更することが必要です。
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今月の「お気に入り」言葉

講演のお知らせ

輸出食品における各国基準調査から表示作成・チェックまでの実務上のポイント

◆日時：2017 年 3月 9日（木）13:15 ～ 14：45

◆会場：薬業健保会館（東京都千代田区永田町 2-17-2）

◆主催：品質保証研究会様

◆講演者：川合裕之（株式会社ラベルバンク）

月刊『食品と開発』連載のお知らせ ②

表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント
～名称と食品表示基準～

　連載では、名称に関する各規則について簡単に解説をしています。

・使用制限のある “名称” リスト「食品表示基準　別表第五」
・表示禁止事項が個別に規定されている食品リスト「食品表示基準　別表第二十二」
・個別の食品定義リスト「食品表示基準　別表第三」
・名称と公正競争規約
・その他の規則

　また、「原材料の配合に変更がある場合」など実務上の注意点もまとめて
おりますので、ご関心のある方はぜひ書店でお買い求めください。

POINTS
・ 各国の化学物質等の規格基準、原材料・添加物の使用基準、
   食品表示基準の調査方法
・対象とする国と対象とする基準による調査の難易度の違い
・各国の食品表示作成、チェックをするときの注意点
・各国の基準情報を検索できるシステムの紹介
・各国の基準改正情報把握の課題輸出食品に関する原材料・表示確認業務について、

講演をする予定です。

　   月刊『食品と開発』のご紹介はこちら
http://www.kenko-media.com/food_devlp/

　 ① 表示すべき名称とは異なるため、違反になってしまうこと

　 ② 表示した名称に関する規則に従っていないため、
           違反になってしまうこと

　月刊『食品と開発』3月号（UBMジャパン株式会社）にて弊社が担当している連載のご紹介です。
第 2 回目の テーマは、「名称と食品表示基準」です。

「名称と食品表示基準」は様々な食品表示ルールの「前提条件」である
ため、とても重要です。
実際の業務でイメージすると、以下 2点のミス防止が目的となります。

（禅語）
看脚下

名称

原材料名

内容量

賞味期限

保存方法

製造者

添加物

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

（一括枠内表示）
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